
Peace of New Earth 実行委員会規約 

 

 

（名 称） 

第１条 本会は、Peace of New Earth 実行委員会（以下「委員会」という。）という。 

（目 的） 

第２条 委員会は、「Peace of New Earth Project」（以下「プロジェクト」という。）を円滑、効果的

に実施するとともに、いのちの大切さについて参加者の気づきが得られることを目的とする。ま

た、子どもが生き生きと過ごせる空間や機会を提供し、子どもが生きる希望を持てるような環境

を整備することを目的とする。さらに、子どもたちが生き生きと過ごせる空間を創るために、身

近な環境に対する取り組みや普及啓発活動を合わせて行っていくこととする。 

（業 務） 

第３条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の業務を行う。 

(1) プロジェクト（コンサート、イベント、他団体との連携等）の企画及び運営に関すること 

(2) 児童虐待防止などの子どもを守る活動の普及啓発に関すること 

(3) カーボンオフセット等の実施など、地球環境の保全及び普及啓発に関すること 

(4) 前項及び前々項のほか、文化芸術、環境、福祉、被災者支援など様々な分野を、音楽、踊り、ワ

ークショップ、講演などで結び付ける、行政の枠を超えた取り組みを実施すること 

(5) その他前項までの目的を達成するために必要な事項 

（構 成）  

第４条 委員会は、プロジェクト実施の趣旨に賛同する一般市民及びボランティア等により構成する。 

２ 委員は別表に掲げる者をもって充てる。 

（役 員） 

第５条 委員会に、次の役員を置く。 

(1) 委員長   １名 

(2) 副委員長  １名 

(3) 会 計   １名 

２ 委員長は、会員の互選により選出する。 

３ 副委員長は、委員のうちから委員会の同意を得て委員長が指名する。 

４ 会計は、委員のうちから委員長が指名する。 

（役員の職務） 

第６条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、その職務を代理する。 

３ 会計は、委員会の会計事務を処理し、決算期間終了後、速やかに決算報告を行う。 

（任 期） 

第７条 委員及び役員の任期は、委員会が解散されるまでの期間とする。 

（会 合） 

第８条 委員会は随時開催する。この場合、必要に応じ、オブザーバーを招致することができる。 

（経 費） 

第９条 委員会の運営及び活動経費は、参加費、協賛金、寄付金、助成金その他をもって充てる。 

（決算期間） 

 第９条の２ 委員会の決算期間は１月から１２月とする。 

（解 散） 



第１０条 委員会は、平成２４年１２月３１日をもって解散するかどうか協議する。ただし、委員同士  

の協議により、委員会がその後も継続することは妨げない。 

（事務局） 

第１１条 事務局を高松市木太町１７８４木太住宅１－１０２に置く。 

（その他） 

第１２条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長および副委員長 

    が協議のうえ定める。  

 ２ 政治活動及び宗教活動を行わない。また、公序良俗に反する行為を行わない。 

 ３ 本会の開始時点から、非営利団体 Watatumi舎の目的及び事業の一部（子どもを対象としたボラン 

  ティア活動等）を引き継ぐこととする。 

 ４ 環境等の基金を創設した際には、別途規程類を関係機関・団体等と協議の上定める。 

 

附 則 

活動開始時期 規約制定・改正日 規約施行日 

平成２２年１月１日活動開始 平成２２年１月１５日制定 平成２２年２月１５日施行 

 平成２２年２月２５日一部改正 平成２２年２月２５日施行 

 平成２２年６月 １日一部改正 平成２２年６月 １日施行 

 平成２２年１１月１日一部改正 平成２２年１１月１日施行 

 平成２３年１月１５日一部改正 平成２３年１月１５日施行 

 平成２３年３月 １日一部改正 平成２３年３月 ５日施行 

 平成２３年４月１５日一部改正 平成２３年４月１５日施行 

 


